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　2022 年 8 月，スイス・ジュネーブにある国
際連合（以下，国連）本部にて，国連障害者
権利委員会（以下，権利委員会）は，日本の
障害者権利条約の履行状況を初めて審査した
（機関紙やどかり 2022 年 10 月号１面参照）．
2022 年９月９日に権利委員会は締約国である
日本に対し「総括所見（勧告）」（現在は機械
翻訳による仮訳しかなく，日本障害者協議会
が 2022.9.26 配信した日本語訳から引用）を
公表した．総括所見は 18 ページに及び，障
害者権利条約第 1 条から 33 条のすべてに対
して厳しい勧告が出された．中でも脱施設化
と精神科医療，障害児を対象とする特別支援
教育について多くの紙面が割かれている．
　障害者権利条約が国連で採択されたのは
2006 年 12 月 10 日．それから遡ること 58 年
前の 1948 年同日，国連は世界の人権規約の
基礎となる世界人権宣言を採択し，「すべて
の人間が生まれながらに基本的人権を有す
る」と宣言した．1970 年代には，障害のあ
る人の人権の概念が国際的に広く受け入れら
れ，1975 年に「障害のある人が可能な限りに
おいて，他の人間と同等の権利を有する」と
障害者の権利宣言で明文化された．これらの
動きが気運となり，「障害者の完全参加と平
等」を掲げた国際障害者年（1981 年）や，関
連する行動計画を採択し，「国連・障害者の
十年」が宣言された．行動計画では「一部の
構成員を締め出す社会は弱くて脆い」「障害
者は特別な集団ではなく，人間的なニーズを
満たすのに特別な困難を持つ普通の市民であ

すべての障害のある人を権利の主体に
国連総括所見（勧告）を契機に見直しを

る」などが提唱された．障害は 1 人 1 人の固
有の課題ではなく，支える社会の課題である
ことがここで明確に提示されたのだ．
　国際障害者年から 41 年，メキシコ代表団
からの提案で 2002 年に国連で障害者権利条
約策定に向けての動きが始まってから 20 年．
日本国内では障害のある人の権利についてど
のように捉えられてきたのだろうか．
　今回の総括所見で注目すべきは，冒頭で日
本における国内法・政策が父権主義的であり，
障害者権利条約における「障害の人権モデル」
と調和していないと懸念が示されていること
だ．更に，機能障害やその能力で評価する「医
学モデル」の要素を排除し，法律などの根本
的見直しも勧告された．また，総括所見の随
所で政策検討過程に障害者団体の積極的参加
や協議の機会の確保を求めている．障害のあ
る人を権利の主体とする障害者権利条約の，
「私たち抜きに私たちのことを決めないで」
という本来的趣旨を基盤に，障害者政策の見
直しを締約国である日本は求められている．
　総括所見で述べられていることは，日本政
府のみならず，私たち 1 人 1 人に問われてい
ることだ．総括所見をこれからの障害のある
人の権利を守る運動の指針とするためには，
その内容を読み解き，今一度障害者権利条約
に向き合い，深める必要がある．私たちの日々
の実践が障害のある人の権利を主体とした活
動や地域づくりとなっているか，多くの人と
共に学び合い，議論を重ねていきたい．


